
 

 

 

川崎市密集市街地における防災まちづくり推進計画（案）について 
意見を募集します 

 
本市が立地する南関東では、今後 30 年以内にマグニチュード 7 程度の地震が 70％程度の確率で発生するとさ

れており、大規模な地震の発生リスクが常に存在しております。 
このことから、この度、大規模地震時における火災延焼に対する取組について、本市が推進してきた知見等を整理

し、新たに「川崎市密集市街地における防災まちづくり推進計画（案）」として取りまとめましたので、パブリックコメン
ト手続を通して、広く市民の皆様からの御意見を募集します。 
  

１ 意見の募集期間 
令和７年 12 月３日(水)から令和８年１月 7 日(水)まで 
※郵送の場合は、当日消印有効です。 
※持参の場合は、令和８年１月 7 日(水)午後 5 時 15 分までとします。 

 
２ 意見の提出方法 

郵送、持参、ＦＡＸ、あるいは市ホームページフォームメール（https://logoform.jp/f/M0gbz）
のいずれかで提出 

※意見書の書式は自由ですが、必ず「題名」、「氏名」及び「連絡先（電話番号、
メールアドレスまたは住所）」を明記 

【提出先】〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地  
川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課（市役所本庁舎 19 階） 
ＦＡＸ044-200-0984 

 
３ 計画案の閲覧方法 

閲覧期間︓令和７年 12 月３日(水)から令和８年１月 7 日(水)まで 
閲覧できる場所 
各区役所、支所及び出張所の閲覧コーナー、教育文化会館及び市民館、各図書館、かわさき情報プラザ

（市役所本庁舎 2 階）、並びにまちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課（市役所本庁舎 19 階） 
ホームページ 
https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/500/0000181676.html 
（概要については別紙のとおり） 
 

４ その他 
（1） 意見書の氏名及び連絡先等は、意見内容を確認させていただく場合があるため、記載をお願いするもので

す。他の目的には利用せず、適正に管理します。 
（2） お寄せいただいた御意見に対して個別には回答をしませんが、市の考え方を内容ごとに整理・要約し、後日、

市ホームページなどで公表します。 
（3） 電話や来庁による口頭での御意見は受け付けていません。 
 

問合せ先 
川崎市まちづくり局市街地整備部 
防災まちづくり推進課 西山 
電話 044―200―2916 

令 和 ７ 年 11 月 21 日 
報 道 発 表 資 料 
川 崎 市 （ まちづく り局 ） 

川崎市 HP 

川崎市 HP 
（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ） 

https://logoform.jp/f/M0gbz
https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/500/0000181676.html


川崎市密集市街地における防災まちづくり推進計画（案）について

第１章 計画の目的等

• 「川崎市密集市街地における防災まちづくり推進計画」（本計画）は、これまでの取組や課題等を整理し、今後の取組についてとりまとめる

ことで、燃え広がりにくいまちづくりと地域防災力の一層の向上により、大規模地震時における死者数を削減することを目的として策定

• 本市が平成21年度に実施した地震被害想定調査では、原因別の死者数の内訳として、

建物倒壊と火災による死者が全体の約95％（図１参照）を占めており、まちづくり分野

の減災対策は「かわさき強靭化計画」の死者数減の目標達成に向け非常に大きな役割

を担っている。

＜図2 不燃化重点対策地区及び防災まちづくり推進地区＞

• 火災延焼対策について、平成28年3月に「密集市街地の改善に向けた新たな重点対策

地区の選定と取組方針」（密集取組方針）を策定した。

• 密集取組方針を受け、平成28年12月に「川崎市不燃化

重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する

条例」（不燃化推進条例）を制定し、不燃化重点対策地区

（小田周辺地区・幸町周辺地区）を指定した。

• 一方で、火災延焼リスクが想定される地区のうち、不燃

化重点対策地区に次いでリスクが高い地区は、防災まち

づくり推進地区として平成29年度から防災まちづくり

支援事業を開始し、地域防災力の向上に向けて、町内会

の防災活動の伴走支援を行うこととした。

＜図1 地震被害想定調査における原因別死者数割合＞

１ 背景

２ 目的
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• 不燃化推進条例による防火規制（原則全て準耐火建築物以

上とする）

• 建替え促進のための支援制度（老朽住宅の解体費や新築工

事費等への補助金）

（１）不燃化重点対策地区

＜図3 条例による規制と支援制度のイメージ＞

（２）防災まちづくり推進地区

１ これまでの主な取組

• 平成21年度の地震被害想定調査の想定焼失棟数に対する削減

割合を成果指標として設定。目標値については、達成見込み

R7R2目標・実績指標

3530目標値
想定焼失棟数
削減割合（％） 達成見込み

（R6:34.6）
31.5実績

• 大規模地震時の建物倒壊による道路閉塞確率の低減を成果指標

として設定。目標値については、達成見込み

２ これまでの目標値及び達成状況

第２章 これまでの取組

（１）不燃化重点対策地区 （2）防災まちづくり推進地区

R7R6R5R4目標・実績指標

37.037.838.539.3目標値
道路閉塞
確率（％）

達成見込み37.237.437.6実績

除却への補助

条例規制による
耐火性能の強化と
連動した補助

防災空地として
地域開放

× ×

＜図6 事例集＞＜図4 防災まちづくり交流会の様子＞

＜図5 町内会防災まちづくり計画＞

• 地区内の町内会へ防災まちづくり支援（地域に即した防災

まちづくり計画作成）

• 「防災まちづくり事例集」の作成

• 「防災まちづくり交流会」の開催

川崎市密集市街地における防災まちづくり推進計画（案）について



第３章 現状と課題

 現状では、これまでに得られたノウハウ等を踏まえて、効果

的な防災まちづくり支援を実施しているが、更なる地域防

災力の醸成に向けては、次のような課題がある。

２ 防災まちづくり推進地区

 現状では、不燃化推進条例に合わせた建替え支援等を

実施し、効果的に不燃化を促進しているが、更なる不燃

化を推進するためには、次のような課題がある。

これまでの取組により得られたノウハウ
等を整理・活用する必要がある。

課題② 道路機能の強化が必要

課題③ 狭あい道路の拡幅促進が必要

課題④ 無接道敷地の解消策が必要

課題⑤ 延焼クラスター構成棟数の抑制策が
必要

課題① 未支援の町内会への支援が必要

課題② 支援後の防災活動の定着に向けた
取組が必要

課題③ 防災活動を継続できていない町内会
へのフォローが必要

課題④ 地域の災害リスク等の周知・啓発が
必要

支援制度の見直しや道路ネットワークの
確保に向けた検討を行う必要がある。

１ 不燃化重点対策地区

課題① 条例規制と建替え支援の継続が必要

川崎市密集市街地における防災まちづくり推進計画（案）について



（令和５年１月）

第４～５章 方針及び目標、具体的な取組等

燃え広がりにくいまちづくりと地域防災力向上のための取組の推進

＜図8 対象地区の考え方＞

１ 基本方針と対象範囲

＜図7 不燃化重点対策地区及び防災まちづくり推進地区（図２再掲）＞

川崎市密集市街地における防災まちづくり推進計画（案）について

【基本方針】



課題④無接道敷地の解消策が必要
課題⑤延焼クラスター構成棟数の抑制策が必要

＜図9 小田周辺地区地区防災道路網＞

＜図10 幸町周辺地区地区防災道路網＞

課題②道路機能の強化が必要
課題③狭あい道路の拡幅促進が必要

第４～５章 方針及び目標、具体的な取組等

共同化の支援制度を拡充、
無接道敷地解消に向けた手法の検討

重要な道路を「地区防災道路網」として
位置づけ、整備を検討し、拡幅を促進

【具体的な取組】

目標値（R19）目標値（R15）目標値（R11）現状値（R6）目標

60%45%30%０
想定焼失棟数

削減割合

【取組方針】

「個別建物の更新促進」に加え「道路機能の強化」等による不燃化の推進

【目標】

火災による死者数に大きく関連する想定焼失棟数削減割合を引き続き目標値として設定

地区防災道路網 凡例

２ 火災延焼リスクの高い地区の取組方針と目標等

（１）不燃化重点対策地区

課題①条例規制と建替え支援の継続が必要

効率的・効果的な制度としつつ、支援を継続

川崎市密集市街地における防災まちづくり推進計画（案）について



（令和５年１月）

【防災まちづくり支援指針】
 地域ニーズに応じた取組の積み重ね＜成功体験＞

 地域コミュニティ強化による地域防災力の向上＜関係人口増加＞

 防災まちづくり計画の作成＜活動継承＞

Policy

＜図11 区役所連携イメージ＞

課題①未支援の町内会への支援が必要

第４～５章 方針及び目標、具体的な取組等

目標値（R19）目標値（R15）目標値（R11）現状値（R6）目標

70%65%60%50%
防災活動
継続率

効率的・効果的な防災まちづくり支援

課題②支援後の防災活動の定着に向けた取組
が必要

課題④地域の災害リスク等の周知・啓発が必要

課題③防災活動を継続できていない町内会へ
の支援が必要

支援後のサポート体制の強化（区役所との連携等）

支援指針に基づく再度の支援

防災まちづくりに関する周知・啓発の強化

（２）防災まちづくり推進地区

【取組方針】

協働により得られたノウハウ等を活かした「地域住民主体の防災活動の醸成と継続」

【目標】

取組に直結する防災活動継続率を目標値として設定

【具体的な取組】

２ 火災延焼リスクの高い地区の取組方針と目標等

川崎市密集市街地における防災まちづくり推進計画（案）について



（令和５年１月）

 対象期間：令和８年度から令和19年度までの12年間

 対象期間中であっても、社会状況の変化や上位計画の改定などを踏まえ、必要に応じて見直しを行う。

 毎年度、目標の達成状況や取組の進捗状況を把握し、次の計画改定時に実績等を踏まえ、取組の見直しを行う。

 町内会連合会等への周知・啓発

 区役所、危機管理本部、民間事業者などと連携

第４～５章 方針及び目標、具体的な取組等

目標値目標

７回以上／年周知・啓発

３ その他の地区の取組方針と目標等

４ 本計画の進行管理

【取組方針】

火災延焼リスクの高い地区における取組の「効果的な横展開による地域防災力の向上」

【目標】

周知・啓発活動の回数を目標値として設定

【具体的な取組】

川崎市密集市街地における防災まちづくり推進計画（案）について

 令和7年12月～１月 本計画（案）のパブリックコメントの実施

 令和8年3月末 本計画策定、各支援制度要綱等の改正

 令和8年4月1日～ 本計画に基づく取組の推進及び各支援制度要綱等の運用開始



川崎市密集市街地における
防災まちづくり推進計画（案）について

～市民の皆様から意見を募集します～

本市が立地する南関東では、今後30年以内にマグニチュード7程度の地震が
70％程度の確率で発生するとされており、大規模な地震の発生リスクが常に
存在しております。
このことから、この度、大規模地震時における火災延焼に対する取組につい

て、本市が推進してきた知見等を整理し、新たに「川崎市密集市街地における
防災まちづくり推進計画（案）」として取りまとめましたので、パブリックコメン
ト手続を通して、広く市民の皆様からの御意見を募集します。

１ 意見の募集期間

令和７(2025)年１２月３日（水）～令和８(2026)年１月７日（水）
※郵送は当日消印有効。持参は令和８(2026)年１月７日（水）17時15分まで

２ 意見提出方法

郵送、持参、ＦＡＸ、あるいは市ホームページフォームメールのいずれかで提出
【提出先】
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課（市役所本庁舎19階）
ＦＡＸ 044-200-0984

３ 計画案の閲覧方法

閲覧期間：令和７年12月３日(水)から令和８年１月7日(水)まで
閲覧できる場所：
各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、教育文化会館及び市民館、各図
書館、かわさき情報プラザ（市役所本庁舎2階）、ホームページ、並びにまちづ
くり局市街地整備部防災まちづくり推進課（市役所本庁舎19階）

※１ 意見書の書式は自由ですが、必ず「題名」、「氏名（法人又は団体の場合は、名称及

び代表者の氏名）」及び「連絡先（電話番号、メールアドレス又は住所）」を明記して

ください。

※２ 御意見に対する個別の対応はいたしませんが、市の考え方を内容ごとに整理・要

約し、後日、市ホームページなどで公表します。

※３ 電話や来庁による口頭での御意見は受け付けておりませんので御了承ください。

４ 問合せ先

川崎市 まちづくり局 市街地整備部 防災まちづくり推進課

電話 044-200-2731（不燃化重点対策地区に関すること）

044-200-3012（防災まちづくり推進地区に関すること）

FAX 044-200-0984 

意見募集期間：令和７(2025)年１２月３日（水） ～

令和８(2026)年１月７日（水）

燃え広がりにくい
まちをめざして

本リーフレットは抜粋版のため、
是非、本編も読んでいただき、
御意見をお聞かせください。

川崎市HP

本市が平成21(2009)年度に実

施した地震被害想定調査では、原因

別の死者数の内訳として、建物倒壊

と火災による死者が全体の約95％

を占めており、まちづくり分野の減

災対策が死者数減に非常に大きな

役割を担っています。

「川崎市密集市街地における防災まちづくり推進計画」は、火災延焼対策における本

市のこれまでの取組や課題等を整理し、今後の取組についてとりまとめることで、燃え

広がりにくいまちづくりと地域防災力の一層の向上により、大規模地震時における死

者数を削減することを目的として策定します。

火災延焼対策について、平成28(2016)年3月に「密集市街地の改善に向けた新たな重点対策地

区の選定と取組方針」（密集取組方針）を策定しました。

密集取組方針を受け、平成28(2016)年12

月に「川崎市不燃化重点対策地区における建築

物の不燃化の推進に関する条例」を制定し、不燃

化重点対策地区を指定しました。

＜不燃化重点対策地区及び防災まちづくり推進地区＞

一方で、火災延焼リスクが想定される地区の

うち、不燃化重点対策地区に次いでリスクが高

い地区は、防災まちづくり推進地区として平成

29(2017)年度から防災まちづくり支援事業を

開始し、地域防災力の向上に向けて、町内会の防

災活動の伴走支援を行うこととしました。

～ 計画の構成 ～

第１章 計画の目的等

第２章 これまでの取組

第３章 現状と課題

第４章 方針及び目標等

第５章 具体的な取組

中面に抜粋して
掲載しています。
開いて御覧くだ
さい。

川崎市密集市街地における防災まちづくり推進計画（案）
についてご意見をお聞かせください。

●：不燃化重点対策地区（２地区）
●：防災まちづくり推進地区（１６地区）

平成21年度川崎市地震被害想定調査

＜原因別死者数割合＞
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方針及び目標、具体的な取組等

燃え広がりにくいまちづくりと地域防災力向上のための取組の推進

１ 基本方針と対象範囲

【基本方針】

＜対象地区の考え方＞

課題④無接道敷地の解消策が必要
課題⑤延焼クラスター構成棟数の抑制策が必要

＜小田周辺地区地区防災道路網＞＜幸町周辺地区地区防災道路網＞

課題②道路機能の強化が必要

共同化の支援制度を拡充、
無接道敷地解消に向けた手法の検討

【具体的な取組】

目標値（R19）目標値（R15）目標値（R11）現状値（R6）目標

60%45%30%０
想定焼失棟数

削減割合

【取組方針】

「個別建物の更新促進」に加え「道路機能の強化」等による不燃化の推進

【目標】

火災による死者数に大きく関連する想定焼失棟数削減割合を引き続き目標値として設定

２ 火災延焼リスクの高い地区

（１）不燃化重点対策地区

課題①条例規制と建替え支援の継続が必要

Policy

＜区役所連携イメージ＞

課題①未支援の町内会への支援が必要

目標値（R19）目標値（R15）目標値（R11）現状値（R6）目標

70%65%60%50%
防災活動
継続率

効率的・効果的な防災まちづくり支援

課題②支援後の防災活動の定着に向けた取組が必要

課題④地域の災害リスク等の周知・啓発が必要

課題③防災活動を継続できていない町内会への支援
が必要

支援後のサポート体制の強化（区役所との連携等）

支援指針に基づく再度の支援

防災まちづくりに関する周知・啓発の強化

（２）防災まちづくり推進地区

【取組方針】

協働により得られたノウハウ等を活かした「地域住民主体の防災活動の醸成と継続」

【目標】

取組に直結する防災活動継続率を目標値として設定

【具体的な取組】

【防災まちづくり支援指針】

 地域ニーズに応じた取組の積み重ね＜成功体験＞

 地域コミュニティ強化による地域防災力の向上＜関係人口増加＞

 防災まちづくり計画の作成＜活動継承＞

 町内会連合会等への周知・啓発

 区役所、危機管理本部、コミュニティ施策、民間事業者などと連携

目標値目標

７回以上／年周知・啓発

３ その他の地区

【取組方針】

火災延焼リスクの高い地区における取組の「効果的な横展開による地域防災力の向上」

【目標】

周知・啓発活動の回数を目標値として設定

【具体的な取組】

燃え広がりにくいまちをめざして、基本方針を

示しています。詳細は本編を御覧ください。

不燃化重点対策地区の方針や具体的な取組等を

示しています。詳細は本編を御覧ください。

防災まちづくり推進地区の方針や具体的な取組等を

示しています。詳細は本編を御覧ください。

その他の地区の方針や具体的な取組等を示しています。

詳細は本編を御覧ください。

地区防災道路網 凡例

効率的・効果的な制度としつつ、支援を継続

重要な道路を「地区防災道路網」として
位置づけ、整備を検討し、拡幅を促進

本リーフレットは抜粋版のため、是非、本編も
読んでいただき、御意見をお聞かせください。


